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４．中長期ロードマップについて

（平成24年3月26日改訂）
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発電所の作業状況について（1/1～2/２９現在）

1号機
原子炉へ循環注水による燃料冷却（継続中）

圧力容器および格納容器内へ窒素ガス注入（継続中）

燃料プールへ淡水を注入〈1～4号機は循環冷却システムを用いて冷却〉（継続中）

15日

1/1日

15日

30.注水ラインをPE管
への引換完了

2号機 3号機 4号機 5/6号機 その他

19.燃料プール塩分除
去装置の運転開始

9. PCV窒素ガス注入
流量計設置

27.注水ラインをPE管
への引換完了

滞留水の移送
6号T/B→仮設タンク

（随時）

5,6号機滞留水の
浄化後の構内散水
（継続中）

2/1日

14.燃料プール放射性
物質除去装置の
運転開始

11.[5/6号]R/B換気
空調系を起動

放射性物質除去装置

2号機格納容器内部

4号機燃料プール内部

南いわき開閉所

19.PCV内部状況調査

9. 燃料プール水の透
明度の確認作業

24.PCV窒素ガス注入
流量計の設置

26.T/B内原子炉注水
ポンプの試運転

30.注水ラインをPE管
への引換完了

27.R/B5階のロボッ
トによる調査

25.T/B内原子炉注水
ポンプの試運転

19.PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ
の希ｶﾞｽﾓﾆﾀの運用
開始

24.T/B内原子炉注水
ポンプの試運転

23.PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ
の試運転開始

10.PCV窒素ガス注入
流量計設置

22.[6号]補機冷却海
水系ポンプ(C)の
試運転開始

24.[5号]補機冷却海
水系ポンプ(A)の
吐出弁の交換

21.港湾内海底土壌被
覆工事の開始

非常時注水訓練

作業船団（小名浜港）

4号機R/B(H23.9.22) 4号機R/B(H24.1.5)
26.燃料プール非常時
注水訓練

17. 南いわき開閉所の開閉設備の不具合により夜の森線１、２号が瞬時電圧低下

※ PCV:原子炉格納容器 R/B:原子炉建屋 PE管:ポリエチレン管 T/B:タービン建屋

取水路支障物撤去風景

16.起重船による1～
4号機取水路支障
物の撤去作業
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中期的安全確保の考え方（基本目標の概要）
原子力安全・保安院により原子炉の廃止に向けての作業が開始されるまでの「中期的安全確保の考え方」が平成23
年10月3日に公表されました。

中期的安全確保の考え方に基づき、循環注水冷却システムに係る設備等の運営計画及び安全性の評価の結果につい
て原子力安全・保安院に報告しました。その他の設備等の報告も今後速やかに実施します。

P P

中期的安全確保の考え方（基本目標の概要）

圧力抑制室

原子炉
格納容器

タービン建屋

熱交換器
蒸気タービン

復水器

タンク

＜圧力容器・格納容器ホウ酸注入設備＞
臨界防止
臨界検知機能

＜高レベル汚染水処理設備＞
発生量を上回る処理能力
放射性物質の濃度及び量の低減
複数系統
漏洩防止・漏洩時の散逸防止
気体状の放射性物質及び可燃性ガスの管理

追設タンク

原子炉建屋

P

P

集中廃棄物処理建屋

配管

P ポンプ

＜使用済燃料プールの循環冷却設備＞
崩壊熱を適切に除去。冷却水の浄化
保有水量と温度監視。冷却水補給
漏洩時対策
循環冷却設備の機能喪失時の代替冷却

油
分
離

吸
着

塩
分
処
理

除
染

水処理施設

＜格納容器＞
気体状の放射性物質の放出抑制・管理
水素又は酸素の濃度監視・抑制

格納容器内の気体状の放射性物質濃度監視
気体状の放射性物資の異常な放出検知

＜高レベル汚染水滞留建屋＞
高レベル汚染水の状況監視
外部への漏洩防止
外への漏洩防止のための水位管理
気体状放射性物質の放出抑制・管理
建屋周辺の地下水のモニタリング

原子炉

圧力

容器

＜燃料プールからの取り出し設備＞
燃料集合体の落下防止
落下事故時の対応

放射性物質の放出抑制・管理
崩壊熱の適切な除去
臨界防止
水素爆発防止

＜がれき等の
固体廃棄物の管理＞
飛散、拡散の防止
遮へい・立入禁止等

＜電気系統＞
異なる送電系統による複数の外部電源
非常用所内電源

使用済燃料プール

＜使用済燃料共用プール＞
＜キャスク仮保管設備＞
＜放射線防護及び管理＞
＜放射線監視＞
＜監視・制御室＞

ホウ酸水

＜放射線リスクの低減＞
原子炉施設に起因する線量の低減
滞留する高レベル汚染水漏洩防止・処理
原子炉建屋内プールからの燃料の取り出し
敷地内に飛散した放射性物質の除染
港湾内の放射性物物質の濃度・量の低減

＜圧力容器・格納容器注水設備＞
崩壊熱の適切な除去（概ね100℃以下）
温度監視
多重性又は多様性及び独立性
異常時対応
常設設備の機能喪失時の代替冷却

ステップ２の目標の一部で
ある冷温停止状態の要件

の一つの循環注水冷却シ
ステムに関連する設備につ

いては１０月１７日までに報

告徴収

水素又は酸素の濃度監視・抑制

＜液体廃棄物貯蔵＞
放射性物質濃度・量の低減
漏洩防止・監視
廃棄物の状況監視
汚染拡大防止
発生する可燃性ガスの管理
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中長期ロードマップの位置づけ・安全確保の考え方

中長期ロードマップは、平成23年11月9日における枝野経済産業大臣及び細野原発事故収
束・再発防止担当大臣からの指示を受け、東京電力、資源エネルギー庁、原子力安全・保
安院にてとりまとめ、12月21日の政府・東京電力中長期対策会議において決定したもの。

＜中長期の取組の実施に向けた基本原則＞

【原則１】地域の皆様と作業員の安全確保を大前提に、取組を計画的に実現していく。

【原則２】透明性を確保し、地域や国民の皆様のご理解をいただきながら進める。

【原則３】今後の現場状況や研究開発成果等を踏まえ、継続的に本ロードマップを見直

していく。

【原則４】本計画に示す目標達成に向け、東京電力、資源エネルギー庁、原子力安全・

保安院は、各々の役割に基づき、連携を図った取組を進めていく。

＜中長期安全確保の考え方＞

・至近約3年間について、東京電力は、原子力安全・保安院より示された「中期的安全確保
の考え方」に基づいて策定した施設運営計画を確実に実施し、原子力安全・保安院が東京
電力の報告や独自の調査に基づき、確認・評価を実施することにより安全性を確保する。

・中長期の取組においても同様に、東京電力は、個別作業ごとに具体的な作業方法を検討
する各段階において、安全性、環境影響評価を実施し、原子力安全・保安院がこれを確
認・評価した上で作業を進めることにより、安全性を確保していく。
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中長期ロードマップ

＜主要な目標＞

今後実施する主要な現場作業や研究開発等のスケジュールを可能な限り明示。

＜時期的目標及び判断ポイント＞

・至近3年間については年度ごとに展開し、可能な限り時期的目標を設定。
・4年目以降は、次工程へ進む前に追加の研究開発等を検討するための判断ポイントを設定。

＜安定状態達成＞
・冷温停止状態
・放出の大幅抑制

使用済燃料プール内の燃料取り出しが開始さ
れるまでの期間（２年以内）

燃料デブリ取り出しが開始されるま
での期間（１０年以内）

廃止措置終了までの期間
（３０～４０年後）

・使用済燃料プール内の燃料の取り出し開始
（４号機、２年以内）
・発電所全体からの追加的放出及び事故後に
発生した放射性廃棄物（水処理二次廃棄物、
ガレキ等）による放射線の影響を低減し、これ
らによる敷地境界における実効線量1mSv/年
未満とする
・原子炉冷却、滞留水処理の安定的継続、信
頼性向上
・燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除
染作業に着手
・放射性廃棄物処理・処分に向けた研究開発
に着手

・全号機の使用済燃料プール内の燃
料の取り出しの終了
・建屋内の除染、格納容器の修復及
び水張り等、燃料デブリ取り出しの
準備を完了し、燃料デブリ取り出し開
始（10年以内目標）
・原子炉冷却の安定的な継続
・滞留水処理の完了
・放射性廃棄物処理・処分に向けた
研究開発の継続、原子炉施設の解
体に向けた研究開発に着手

・燃料デブリの取り出し完了
（20～25年後）
・廃止措置の完了（30～40年
後）
・放射性廃棄物の処理・処分
の実施

ステップ１，２ 第１期 第２期 第３期

現在（ステップ２完了） ２年以内 １０年以内 ３０～４０年後

要員の計画的育成・配置、意欲向上策、作業安全確保に向けた取組（継続実施）
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中長期ロードマップの主要スケジュール（１／２）
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中長期ロードマップの主要スケジュール（２／２）
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中長期ロードマップ実現に向けた実施体制

中長期ロードマップを着実に実施していくために、現場作業にかかるプロジェクトの運営
体制、研究開発の推進体制を整備

これに必要な研究開発については世界的に見ても経験のない難しい課題がおきことから、
国内外の協力を得ながら、世界中の叡智を結集して進めていく。

現場作業では、東京電力が協力企業約400社との体制を継続するとともに、中長期の取組
のための専任組織を本店に設置する。また、作業環境の改善や要員育成等の計画的実施に
より、確実な作業遂行を担保しうる体制・要員を確保する。
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主な時期的目標 ①原子炉の冷却・滞留水処理

燃料デブリ取り出し終了までは注水冷却を継続し、冷温停止状態を安定的に維持。

引き続き設備の信頼性向上等を検討し、継続的に設備改善を実施。循環ループの縮小につ
いても段階的に実施。

現行水処理施設では除去が困難なセシウム以外の放射性物質を除去可能とする多核種除去
設備を2012年内に導入。
第2期中には、タービン建屋／原子炉建屋間止水、格納容器下部補修を実現後、建屋内滞
留水処理を完了。原子炉冷却はより安定的な冷却となる小循環ループ化を検討。

原子炉建屋コンテナ

タービン建屋

原子炉建屋

熱交換器/浄化系

建屋間止水、滞留水
の処理完了

原子炉建屋

タービン建屋

：想定漏えいルート（凡例）

地
下
水 地下水

滞留水
処理設備

材質強
化等

多核種
除去設備

CSTタンク

バッファタンク

炉注水
ポンプ

地下水位

設備改善

貯蔵タンクループ縮小

原子炉建屋

タービン建屋

：想定漏えいルート（凡例）

地
下
水 地下水

滞留水
処理設備

材質強
化等

多核種
除去設備

CSTタンク

バッファタンク

炉注水
ポンプ

地下水位

設備改善

貯蔵タンクループ縮小
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主な時期的目標 ②海洋汚染拡大防止計画

万一地下水が汚染した場合の海洋流出を防止するため、2014年度半ばまでに遮水壁を構築。
取水路前面エリアの海底土を固化土により被覆し、海底土中の放射性物質の拡散を防止。
加えて海水循環型浄化装置の運転を継続し、2012年度中を目標に、港湾内の海水中の放射
性物質濃度を、告示に定める周辺監視区域外の濃度限度未満とする。また、大型船の航行
に必要な水深確保に向けた浚渫により発生する土砂についても、同様の被覆を実施。

以降、構築した設備等を維持・管理しつつ、地下水、海水の水質等のモニタリングを継続。

港湾内海底土の被覆等イメージ

 

海水循環型浄化装置

遮水壁（イメージ）
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主な時期的目標 ③放射性廃棄物管理及び敷地境界の放射線量の低減
④敷地内除染計画

2012年度内を目標に、発電所全体からの追加的放出及び敷地内に保管する事故後に発生
した放射性廃棄物（水処理二次廃棄物、ガレキ等）による敷地境界における実行線量
1mSv／年未満を達成。
水処理二次廃棄物の保管容器の寿命を評価した上で、2014年度末までに保管容器等の設
備更新計画を策定。

現在実施している陸域、海域の環境モニタリングを継続していく。

一般公衆、従事者の被ばく線量低減、作業性向上を目的に、免震重要棟等の執務エリア、
作業エリア等から計画的・段階的に除染を実施し、敷地外の線量低減と連携を図りつつ、
低減を実施。

土による遮へい（ガレキ） 土嚢等による遮へい

(水処理二次廃棄物)
建屋遮へい(ガレキ)

遮へい対策（例）

遮水措置
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主な時期的目標 ⑤使用済燃料プールからの燃料取り出し計画

4号機において、ステップ２完了後２年以内（2013年中）に取り出し開始
3号機において、ステップ２完了後３年後程度（2014年末）を目標に取り出し開始
1号機は、3,4号機での実績等を把握し、ガレキ等の調査を踏まえて計画立案し、第2期中
に取り出す

2号機は建屋内除染等の状況を踏まえ、既設設備の調査を実施後、計画立案し、第2期中
に取り出す

第2期中に、全号機の燃料取出しを終了
取り出した燃料の再処理・保管方法について、第2期中に決定

プール燃料取り出し作業（イメージ）

　カバー
（又はコンテナ）

使用済燃料
プール

井クレーン

燃料交換機

DS ット
原子炉ウエル

～～～～

原子炉建屋上部のガレキ撤去 カバー（又はコンテナ）／クレーンの設置 取り出し作業

　カバー
（又はコンテナ）

使用済燃料
プール

天井クレーン

燃料交換機

送容器

搬出
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主な時期的目標 ⑥燃料デブリ取り出し計画

初号機での燃料デブリ取り出し開始の目標をステップ２完了後１０年以内に設定。

以下のステップで作業を実施する。作業の多くには遠隔技術等の研究開発が必要であり、
これらの成果、現場の状況、安全要求事項等を踏まえ、段階的に進めていく。

ａ）技術開発成果を順次現場に適用し、原子炉建屋内除染を進め、2014年度末までに漏
えい箇所調査等に本格着手。

ｂ）2015年度末頃に格納容器補修技術（下部）の現場実証を終了し、当該技術を現場に
適用することにより、a)において特定された漏えい箇所（下部）を補修し、止水する。
その後、格納容器下部の水張りを行う。

ｃ）格納容器下部の水張り後、格納容器内部調査技術の現場実証を2016年度末頃に終了
し、本格的な内部調査を行う。

ｄ）格納容器（上部）の補修を実施し、格納容器に更なる水張りを実施する。その後、
原子炉建屋コンテナ（又はカバー改造）を設置し、閉じ込め空間を形成した上で、原
子炉圧力容器の上蓋を解放する。

ｅ）原子炉圧力容器内部調査技術の現場実証を2019年半ば頃に終了し、原子炉圧力容器
内部調査を本格的に実施する。

ｆ）これまで実施した格納容器、原子炉圧力容器内部調査結果等も踏まえ、燃料デブリ
取り出し方法を確定することに加え、燃料デブリ収納缶開発、計量管理方策の確立が
完了していること等も確認した上で、ステップ２完了から１０年以内を目途に燃料デ
ブリ取り出しを開始する。
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主な時期的目標 ⑥燃料デブリ取り出し計画 作業ステップ１／３

ステップ
①原子炉建屋内除染

（②以降の作業毎に必要な箇所を順次実施する）
②格納容器漏えい箇所調査
格納容器外部からの調査

③原子炉建屋止水
格納容器下部補修

イメージ

内容

格納容器へのアクセス性を向上するため、高圧水、コー
ティング、表面はつり等により、作業エリアを除染。

格納容器及び原子炉建屋の漏えい箇所を、手動または遠
隔の線量測定やカメラ等で調査。また、格納容器外部か
らγ線測定、音響調査等により、格納容器内部の状況を
推定調査。

デブリの取出しは、水中で実施することが放射線の遮へ
いの観点からも有利と考えられることから、格納容器の
漏えい箇所を補修・止水。まずは格納容器内調査に向け、
下部を優先して実施。

技術開発に
おける
留意点と
課題

◆高線量箇所（数100～1,000mSv/ｈレベル）の存在。
◆建屋内ガレキによるアクセスが制限されていること。
・上記を踏まえた遠隔除染方法の検討・確立が必要

◆調査対象が高線量エリア、汚染水中、狭隘部など
にあること。

・漏えい箇所調査方策・装置の開発
・格納容器外部からの内部調査方策・装置の開発

◆炉心循環冷却のための注水を継続しながら、高線
量下・流水状態で止水すること。
・漏えい箇所の補修・止水技術・工法の開発
・代替方策の検討・開発

安全確保に
向けた
主な留意点

・炉心安定冷却の維持
・除染作業に伴う空気中への放射性物質拡散防止
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

・炉心安定冷却の維持
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

・炉心安定冷却の維持
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

原子炉建屋止水が実現すれば、循環注水冷却の取水
源をタービン建屋滞留水からトーラス室に変更

：技術的な判断ポイント。現場状況，技術開発成果により、次工程以降を見直していく。HP※ TMIと同様に水中での取り出しを想定した一連の作業を記載。

水処理装置より
圧力容器

使用済燃
料プール

ｰﾗｽ室

除染装置

除染装置
（遠隔）

燃料デブリ

格納容器

漏えい

水処理装置へ

タービン建屋

ｰﾗｽ室

貫通部
通部

ｶﾒﾗ搭載
察装置

ｶﾒﾗ搭載
観察装置
（ 隔）

圧力容器

格納容器

使用済燃
料プール

漏えい

タービン建屋

ｰﾗｽ室

補修装置
（遠隔）

補修装置圧力容器

格納容器

止水

使用済燃
料プール

格納容器漏えい箇所調査
格納容器外部からの調査 格納容器内部調査・サンプリング 炉内調査・サンプリング

原子炉建屋止水
格納容器下部補修 格納容器上部補修

格納容器部分水張り

格納容器／圧力容器水張り

（実際の除染作業は個々の作業毎に必要な箇所を実施）

原子炉建屋内除染①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

▽圧力容器上蓋開放

格納容器下部補修方法確定
止水方法確定

HP 格納容器下部
水張り完了
格納容器内調査
方法確定

格納容器上部補修
方法の確定

格納容器上部
水張り完了
炉内調査方法の確定

HP HP HP

目標
除染によるアクセス

性確保

HP 燃料デブリ取り出し方法
の確定／燃料デブリ収
納缶等の準備完了

HP
燃料デブリの処理・
処分方法の決定

第1期 第２期 第３期

2013年 （前） （中） （後） 20～25年後

燃料デブリ取り出し

2012年度 10年後以内2年後以内
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主な時期的目標 ⑥燃料デブリ取り出し計画 作業ステップ２／３

ステップ ④格納容器部分水張り ⑤格納容器内部調査・サンプリング ⑥格納容器上部補修

イメージ

内容
格納容器内部調査の開始に向け、格納容器下部に部分的
な水張りを実施。

格納容器内を調査し、圧力容器から流れ出たと推定され
るデブリの分布状況の把握、サンプリング等を実施。

格納容器を満水まで水張りすべく、上部の漏えい箇所
を、手動または遠隔にて補修。

技術開発におけ
る

留意点と
課題

◆③と同様

・格納容器下部のバウンダリ構築（トーラス室にグラウ
ト充てんする案も含む）が大前提

◆高線量によるアクセス性の制約、格納容器内部環
境（内部水の濁り、デブリの所在等）が不明

・上記を踏まえた遠隔調査方法及びサンプリング方法

の開発

◆②と同様

・格納容器漏えい箇所の補修・止水技術・工法
の開発（③と同様）

安全確保に向け
た

主な留意点

・炉心安定冷却の維持
・未臨界確認

・炉心安定冷却の維持
・未臨界確認
・格納容器内の放射性物質の拡散防止
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

・炉心安定冷却の維持
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

格納容器下部のバウンダリ構築が実現すれば、循環注水
冷却の取水源をトーラス室から格納容器に変更

：技術的な判断ポイント。現場状況，技術開発成果により、次工程以降を見直していく。HP※ TMIと同様に水中での取り出しを想定した一連の作業を記載。

使用済燃
料プール

圧力容器

格納容器

水張り

水処理装置より

水処理装置へ

ﾄｰﾗｽ室

タービン建屋

ｰﾗｽ室

使用済燃
料プール

伸縮管
ﾒﾗ

察装置

ﾝﾌ ﾝｸ

圧力容器

格納容器

タービン建屋

ｰﾗｽ室

使用済燃
料プール 貫通部

補修装置
（ 隔）

補修装置
圧力容器

格納容器

格納容器漏えい箇所調査
格納容器外部からの調査 格納容器内部調査・サンプリング 炉内調査・サンプリング

原子炉建屋止水
格納容器下部補修 格納容器上部補修

格納容器部分水張り

格納容器／圧力容器水張り

（実際の除染作業は個々の作業毎に必要な箇所を実施）

原子炉建屋内除染①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

▽圧力容器上蓋開放

格納容器下部補修方法確定
止水方法確定

HP 格納容器下部
水張り完了
格納容器内調査
方法確定

格納容器上部補修
方法の確定

格納容器上部
水張り完了
炉内調査方法の確定

HP HP HP

目標
除染によるアクセス

性確保

HP 燃料デブリ取り出し方法
の確定／燃料デブリ収
納缶等の準備完了

HP
燃料デブリの処理・
処分方法の決定

第1期 第２期 第３期

2013年 （前） （中） （後） 20～25年後

燃料デブリ取り出し

2012年度 10年後以内2年後以内
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主な時期的目標 ⑥燃料デブリ取り出し計画 作業ステップ３／３

ステップ
⑦格納容器／圧力容器水張り

⇒圧力容器上蓋開放
⑧炉内調査・サンプリング ⑨燃料デブリ取り出し

イメージ

内容
十分遮へいが担保できる水位まで格納容器／圧力容器を
水張り後、圧力容器上蓋を取り外し

炉内を調査し、デブリや炉内構造物の状態把握、サン
プリング等を実施。

圧力容器／格納容器内のデブリの取り出しを実施。

技術開発に
おける
留意点と
課題

（⑥により格納容器バウンダリ構築が大前提）

◆高線量によるアクセス性の制約、圧力容器内部環
境（内部水の濁り、デブリの所在等）が不明

・上記を踏まえた遠隔調査方法及びサンプリング方
法の開発

◆デブリの分布状況によっては技術開発範囲が
拡大（特に格納容器内の燃料取出しはTMIでも経
験なし）

・ＴＭＩに比べ、より高度な取り出し技術・工法の開発

安全確保
に向けた
主な留意点

・炉心安定冷却の維持
・未臨界確認
・格納容器内の放射性物質の拡散防止

・炉心安定冷却の維持
・未臨界確認
・デブリの収納（閉じ込め等）
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

・炉心安定冷却の維持
・未臨界確認
・デブリの収納（閉じ込め等）
・作業員の被ばく低減（遠隔化、遮へい等）

：技術的な判断ポイント。現場状況，技術開発成果により、次工程以降を見直していく。HP※ TMIと同様に水中での取り出しを想定した一連の作業を記載。

水処理装置へ

ﾄｰﾗｽ室

使用済燃
料プール

天井クレーン

格納容器

圧力容器

　コンテナ

水処理装置より

　圧力容器上蓋

カメラ、切断、掘削、
把持、吸引装置

ﾄｰﾗｽ室

使用済燃
料プール

格納容器

作業台車
伸縮管

デブリ収納缶

ﾄｰﾗｽ室
格納容器

燃料デブリ収納缶

搬出

格納容器漏えい箇所調査
格納容器外部からの調査 格納容器内部調査・サンプリング 炉内調査・サンプリング

原子炉建屋止水
格納容器下部補修 格納容器上部補修

格納容器部分水張り

格納容器／圧力容器水張り

（実際の除染作業は個々の作業毎に必要な箇所を実施）

原子炉建屋内除染①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

▽圧力容器上蓋開放

格納容器下部補修方法確定
止水方法確定

HP 格納容器下部
水張り完了
格納容器内調査
方法確定

格納容器上部補修
方法の確定

格納容器上部
水張り完了
炉内調査方法の確定

HP HP HP

目標
除染によるアクセス

性確保

HP 燃料デブリ取り出し方法
の確定／燃料デブリ収
納缶等の準備完了

HP
燃料デブリの処理・
処分方法の決定

第1期 第２期 第３期

2013年 （前） （中） （後） 20～25年後

燃料デブリ取り出し

2012年度 10年後以内2年後以内
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主な時期的目標 ⑦原子炉施設の解体計画
⑧放射性廃棄物の処理・処分計画

１～４号機の原子炉施設解体の終了の目標をステップ２完了から30～40年後に設定
解体・除染工法等の検討に必要な汚染状況等の基礎データベースの構築、これに基づいた
遠隔解体などの研究開発、必要な制度の整備等を実施し、解体工事で発生した廃棄物処分
の見通しが得られていることを前提に、第3期に解体作業に着手

原子炉施設の解体イメージ

事故後に発生した廃棄物は、従来の廃棄物と性状（核種組成、塩分量等）が異なることも
踏まえ、2012年度中に研究開発計画を策定。
研究開発成果を踏まえ、既存処分概念への適応性、安全性等を見極め、処分に向けた安全
規制、技術基準等を整備することで廃棄体仕様を確定

これに基づき、処理設備を整備後、処分の見通しが得られた上で、第3期に処理・処分を
開始。
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配置措置等に向けた研究開発実施にあたっての基本的考え方

（１）現場ニーズへの貢献

本研究開発の目的は、使用済み燃料プール内の燃料の取り出し及び炉内燃料デブリの取り
出し等の廃止措置等に向けた計画を実施していくために必要な技術課題を解決すること

本研究開発は、廃止措置等に向けた作業に直結することから、現場での技術実証までを研
究開発の範囲に含める

研究開発の成果が得られる段階等の節目において、次段階に進めるかどうかの判断は、技
術の実現性・妥当性を評価して行う

止水技術等の技術的ハードルの高いと考えられる課題は、予め代替方策を検討する

（２）国の関与・支援のあり方

資源エネルギー庁が研究開発計画の策定やプロジェクト管理において主導的役割を果たし、
文部科学省と連携を図りながら国内外の叡智を結集する研究開発体制を整備する

原子力安全・保安院（新規制庁）は、研究開発に伴う現場での試験や実証等に際して、必
要な法制度に基づく安全規制を行う

東京電力は廃止措置等に向けた現場作業に責任を有する立場として計画を着実に推進する

（３）国内外の叡智を結集するオープンかつ柔軟な実施体制

適用可能な国内外の技術及び専門家の知見を活用し、研究開発に反映する

諸外国の政府関係機関、国際機関及び民間事業者からの情報・助言や具体的な協力の可能
性を的確に評価し、効果的・効率的な研究開発の仕組みを構築していく
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理
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ブ
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計
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管
理
方
策

デ
ブ
リ
計
量
管
理
方
策

燃料デブリ取出し準備ワーキングチーム燃料デブリ取出し準備ワーキングチーム

機器・装置開発等
サブワーキングチーム（SWT）

機器・装置開発等
サブワーキングチーム（SWT）

【全
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マ
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ェ
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損
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燃料デブリ
性状把握・
処理準備

SWT

燃料デブリ
性状把握・
処理準備

SWT

炉心
状況
把握
解析
SWT

23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐ 23FY‐25FY‐ 25FY‐ 27FY‐ 28FY‐25FY‐ 24FY‐ 23FY‐ 23FY‐

報告
審議

遠隔
技術
共通
基盤
タスク
フォース

研究開発推進本部研究開発推進本部

報告
審議

事務局

使用済
燃料
プール
対策

ワーキング
チーム

放射性

廃棄物
処理・処分

ワーキング

チーム

20

研究開発の実施体制について
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燃料デブリ取り出し作業に係る主な研究開発のイメージ

圧力容器

使用済燃料
プール

ﾄｰﾗｽ室

ＤＳピット

蒸気乾燥器

気水
分離器

デブリ 格納容器

漏えい

タ
ー
ビ
ン
建
屋

■ 建屋内の遠隔除染技術の開発
◆内容

漏えい箇所調査、補修等の作業環境改善のため、現場の汚染
状況に合った遠隔除染装置を開発する。
◆技術開発のポイント

・汚染形態に応じた有効な除染技術の整理、開発
・高線量、狭隘等の過酷環境下における遠隔除染装置の開発

■格納容器内部調査技術の開発
◆内容

格納容器内の状態及び燃料デブリの状況把握のため遠隔に
よる調査工法、装置を開発する。
◆技術開発のポイント

・高温、多湿、高線量下における遠隔調査技術の開発
・放射性物質の飛散防止システム

■水張り技術の開発（補修・充てん等）及び工法・装置開発
◆内容

漏えい箇所（トーラス室、格納容器等）を補修するため、遠隔による止水方策及び補修技術を開発する。
◆技術開発のポイント

・高線量、狭隘等の環境下における遠隔補修技術の開発
・水中（PCV下部等）で適用可能な補修技術

■格納容器漏えい箇所特定技術の開発
◆内容

格納容器等の漏えい箇所を遠隔で特定する技術の開発。
◆技術開発のポイント

高線量、狭隘等の過酷環境下における遠隔調査技術の開発

①D/Wシェル

①S/Cシェル
②S/Cペネトレーション

③ベント管ベローズ

④S/Cマンホール

⑤ベントノズル

⑥D/W電気ペネトレーション

⑦エアロック

⑧機器ハッチ

⑨トップフランジ
及びマンホール

⑫RPVペデスタル

⑪燃料交換ベローズ

⑩ウェルシールベローズ

内部調査技術（例）

格納容器

除染技術（例）

想定される損傷箇所（例）

ミラー

カメラ

放射性物質の
飛散防止システム

自走式ブラッシング

高圧水洗浄

表面はつり

ストリッパブルペイント

 

押さえリング付 
スパイダー 

シートリング 
（耐久性素材）

鋼製カバー
鋼製カバー
（ハッチ部の
予備バウンダリ）

シートリング
（シール部の
強化）

押さえリング付
スパイダー

機器ハッチ

止水

ターンバックル
（パッキン固定具）

ターンバックル
（パッキン固定具）

シールパッキン

ターンバックル
（パッキン固定具）

ターンバックル
（パッキン固定具）

シールパッキン

エアロック

貫通孔に対する補修技術（例）

→ドライウェル←
内部
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放射性廃棄物処理・処分に係る研究開発のイメージ

１．性状調査

既存技術が適用困難な廃棄物については新たな処分概念構築を含めた技術開発が必要既存技術が適用困難な廃棄物については新たな処分概念構築を含めた技術開発が必要

２．長期保管技術

４．処分技術３．処理技術

調査のポイント
・ガレキ・スラッジ・除染廃液など従来の廃棄物と性状が異なる
（核種組成・塩分含有など）。
・各技術開発に資する基本情報を把握。

技術開発のポイント
・既存処分概念をベースにする。
・安全評価上問題となる課題を抽出・解決する。

技術開発のポイント
・既存技術をベースにする。
・前処理・固型化技術が適用可能か。

技術開発のポイント
・塩分（腐食）、高放射線（発熱・水素・表面線量）による影響。
・想定する保管期間をどのくらいに設定するか。
・保管のための処理の要否。

アウトプット
・各廃棄物の長期保管形態

アウトプット
・廃棄物の処分方法（必要な埋設深度や人工バリア構成など）

アウトプット
・保管向け処理方法
・廃棄体製作方法
・廃棄体性能

アウトプット
・核種別の放射能濃度
・含有成分
・物理化学的特性 等

KURION吸着塔の温度分布、水素分布評価
（JAEAによる）

従来廃棄物との相違点例
・主要核種：Co-60、C-14など。
→今回：Cs-137、Sr-90など。

・海水が5～9割混入しNa濃度がTMIの5倍。
→Cs吸着性能低下、廃棄物発生量増加。
・スラッジなど化学組成が不明なものも存在。
→分析により同定が必要。

アウトプットの流れ

処分容器の例

ドラム缶 角型容器

廃棄物を容器に詰め、セメントで
固める等の加工をして処分場に埋
設できるよう加工すること

固形化の例

セメント固化設備の基本フロー

既存概念

ゼオライトの例

水処理二次廃棄物保管施設（例）

出典：日本原子力産業会議（編）放射性廃棄物管理－日本
の技術開発と計画－、1997年7月、P81

除染や燃料デブリ取出しに伴い高線量で
輸送が困難な試料が多量発生すると想定
されるため、1F近傍にホットラボ施設を
設置する検討も必要

処理・処分技術の確立まで安定保管する必
要がある

人工バリアの例（余裕深度処分）
粘土混合土で埋戻し

スラッジの例
（JAEA作成）

ピット処分：地下＋数ｍに設けら
れたコンクリート製の人工構築物
（ピット）に廃棄体（ドラム缶な
ど）を定置した後、セメント系充
てん材で一体的に固めて埋設する


